
彦根市交通政策課 TEL：0749-30-6134 FAX：0749-24-8517

聖
泉
大
学
の
学
生
さ
ま
へ
送
る

交
通
事
故
を
防
ぎ
、

楽
し
い
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を

送
る
た
め
に
気
を
つ
け
て
ほ
し
い
3
つ
の
こ
と

Point１

ＪＲ
稲枝駅

彦根市立
稲枝東
小学校

聖泉
大学Point2

県道204号

Point3

県道204号

東口

西肥田

交通ルールとマナーを守って、楽しい大学生活を過ごしましょう！

Point1 「人の飛び出し」

ＪＲのアンダーパスとつながる交差点は、人が突然飛
び出してくることがあります。
自転車といえども、人の重さとスピードが加われば、
重大事故につながってしまいます。

交差点を通行する際は、
一時停止と左右の安全確認を行いましょう。

Point３ 「お店の出入口」

「県道204号」は、スーパーなどのお店が集中してい
る道路です。また、スピードを出す車も多くあるため、
“店舗から出てきた車と自転車が接触！”といった交通
事故が起こりえます。

店舗の出入口付近は特に注意し、
左右の安全確認を行いましょう。

Point2 「子どもが通学」

聖泉大学の付近は、彦根市立稲枝東小学校
児童の通学路があります。

児童を見かけたら、スピードを緩めるなど
「思いやりのある運転」をお願いします。 自転車にも運転者講習があります！

自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、乗り方を間違えるととても危険
です。自転車の違反に対する罰則は重く、危険なルール違反を繰り返
すと自転車運転者講習を受けることになります。

講習時間 3時間
手数料 6,000円
対象年齢 14歳以上
※受講命令に従わない場合、違反行為とは別に
5万円以下の罰金が科されます。

また、自動車運転免許を持っている人が自転車で事故や違反を起こ
した場合、運転免許の停止や取り消し処分をされることがあります。

Point EX1 「ヘルメットの着用」

2023年4月1日から、年齢を問わず、自転車に乗るすべ
ての人にヘルメットの着用が努力義務となりました。

交通事故はいつ起こるかわかりません。
自分の命を守るためにも、
ヘルメットの着用をお願いします。

Point EX2 「自転車の施錠」

自転車から離れるときは、必ず施錠してください。

自転車が盗難された場合は、近くの警察署や交番
で盗難届を出してください。
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※撤去された自転車等の返還には、返還手数料
（自転車は2,610円、原動機付自転車は3,870円）を
支払う必要があります。
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自転車の盗難は放置自転車につながります！

自転車が盗難された場合、すぐに警察へ盗難届を提出してください。
放置された自転車が撤去される前日までに盗難届が提出されていな
ければ、返還手数料が必要となります。
自転車は路上に放置せず、きちんと駐輪場に停めて鍵をかけましょう。
（ループロックなどを用いたツーロックを推奨しています。）

稲枝駅周辺は条例で

「自転車等放置禁止区域」
に定められています

この区域内に放置している自転車は

撤去 の対象になります！！


